
 

 

 

 

 

  

十勝町村会事務局 
〒０８０－８５８８ 帯広市東３条南３丁目 十勝総合振興局 ３Ｆ 

電話：０１５５－２３－６２０４ 

ホームページ：https://sites.google.com/view/tokachichosonkai/ 

Action!! ～これからの“十勝”を動かす人へ～ 

令和７年度実施（令和８年４月採用予定） 

十勝町村職員採用試験案内 

https://sites.google.com/view/tokachichosonkai/


 

 

 

  



 

 

受験資格 

 

前期試験 

試験区分 採用予定 受験資格 

一般行政Ａ ３９人 平成７年４月２日から平成１６年４月１日までに生まれた者 

土木Ｃ ５人 

各町村が定める受験資格を満たす者 

建築Ｃ ５人 

保健師Ｃ １４人 

保育士Ｃ １７人 

社会福祉士Ｃ ４人 

 

後期試験 

試験区分 採用予定 受験資格 

一般行政Ｂ ３０人 平成１６年４月２日から平成２０年４月１日までに生まれた者 

土木Ｂ ２人 平成１６年４月２日から平成２０年４月１日までに生まれた者で、

各町村が定める受験資格を満たす者 建築Ｂ ３人 

保健師Ｃ ９人 

各町村が定める受験資格を満たす者 保育士Ｃ ８人 

社会福祉士Ｃ ５人 

 

 区分の標記 Ａ：２２歳～３０歳、Ｂ：１８歳～２１歳、Ｃ：原則区分なし 

 

●留意事項 

・前期試験、後期試験ともに受験できる試験区分は１つのみです。 

・採用予定数については令和７年３月現在での見込みであり、町村ごとの募集人数や受験資格など詳細

については、随時十勝町村会ホームページ等でお知らせします。 

・資格免許取得や卒業が受験資格となっている場合で、現在、取得見込みや卒業見込みの場合は、令和８

年３月３１日までに取得・卒業する必要があります。 

・上記条件のほか、日本国籍を有していない方や地方公務員法第１６条に該当する方は受験できません。 

  

地方公務員法 第１６条 

①禁錮以上の刑に処せられその執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者 

②当該地方公共団体において懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から二年を経過しない者 

③人事委員会又は公平委員会の委員の職であって、第１６条から第６３条までに規定する罪を犯し刑に処せられた者 

④日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の 

団体を結成し、又はこれに加入した者 
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各町村別年間採用予定者数 

 

○令和７年３月現在の予定数であるため、変更となる場合があります。 

○前期・後期別での採用人数は、随時十勝町村会ＨＰ等でお知らせします。 

 

 

 

 

  

 
一般 

行政Ａ 

一般 

行政Ｂ 
土木Ｂ 土木Ｃ 建築Ｂ 建築Ｃ 保健師Ｃ 保育士Ｃ 

社会 

福祉士Ｃ 

音更町 ４ ２ - １ - １ １ - - 

士幌町 ２ ２ - - - - ４ - - 

上士幌町 ２ １ - - - - ２ - - 

鹿追町 １ - - - - - - １ - 

新得町 ２ ２ - - - - ４ ２ - 

清水町 ２ ２ - - - - １ ２ - 

芽室町 ２ ２ - - - - - - １ 

中札内村 ２ - - - - - - ２ - 

更別村 ３ ２ - １ - - - - - 

大樹町 ２ ２ - - - - ２ - - 

広尾町 ２ ２ １ １ １ １ ２ ４ ２ 

幕別町 １ １ １ １ - - ２ ２ １ 

池田町 １ １ - - - - - - - 

豊頃町 ３ ３ - - １ １ ２ - - 

本別町 ３ ２ - １ - １ １ ２ - 

足寄町 ３ ２ - - - - - ２ - 

陸別町 １ １ - - - - ２ ２ - 

浦幌町 ３ ３ - - １ １ - ６ ５ 

合 計 ３９ ３０ ２ ５ ３ ５ ２３ ２５ ９ 
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●共通試験  

場所：とかち館（帯広市西７南６） 

前期 ５月３１日（土）合格発表：６月９日（月）１０時 後期 ９月１５日（月）合格発表：９月２２日（月）１０時 

 

・合格発表は十勝町村会ＨＰ、十勝管内役場ＨＰで 

公表するほか、十勝町村会入口に掲示します 

・合格通知は発送しません 

 

留意事項 

・試験会場及びその周辺には駐車できません 

・試験会場は、１２時から入場することができます 

・電子機器の時計替わりの使用は禁止します 

・机の上に置けるものは、写真の貼ってある受験票のほか、鉛筆、シャープペンシル、消しゴム、鉛筆削り、 

時計（時計機能だけのもの）、眼鏡など試験に必要なもののみとします 

採用試験について（全受験科目共通） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

●試験申込受付期間  試験申込書（エントリーシート）、受験票の提出 

前期 ４月１４日（月）～４月２８日（月）   後期 ７月２８日（月）～８月８日（金） 

●最終試験  ＊Ｒ６年までは町村別に試験日が異なりましたが、Ｒ７年度からは試験日を統一し、 

採用を希望する町村をひとつだけ選択して受験する方法に変わります 

前期 

申込受付：：６月１６日（月）～６月２５日（水） 

 試 験 日：６月３０日（月） 

：：：：：：：：：：：：※各町村が指定する場所で実施 

 

※二次募集を行う場合 

申込受付：７月３日（木）～７月８日（火） 

試 験 日：７月１４日（月） 

※三次募集を行う場合 

申込受付：７月１６日（水）～７月２３日（水） 

試 験 日：７月２８日（月） 

後期 

申込受付：９月２２日（月）～１０月１日（水） 

 試 験 日：１０月６日（月） 

：：：：：：：：：：：：※各町村が指定する場所で実施 

 

※二次募集を行う場合 

  申込受付：：１０月８日（水）～１０月１５日（水） 

  試 験 日：１０月２０日（月） 

※三次募集を行う場合 

 申込受付：：１０月２２日（水）～１０月２９日（水） 

  試 験 日：１１月４日（火） 

・受験者は希望する町村へ事前の受験申込が必要です（申込方法等は十勝町村会ＨＰ等でお知らせします） 

・試験方法（個人、集団、実技等）及び採用条件は町村によって異なるため各町村ＨＰで確認してください。 

・最終試験が合格の場合は試験当日のうちに受験した役場から直接連絡があります。 

・合格の状況などにより、最終面接試験後すぐに追加募集（二次募集、三次募集）を行う場合があります。 

・追加募集を行う町村等の情報は、最終試験の翌日をめどに十勝町村会ホームページで発表します。 

・提出書類の虚偽記載や受験資格に該当しないと判断された場合は、合格を取り消す場合があります。 

・地方公務員法第２２条第１項の規定に基づき、採用時からの６ヶ月間は条件付き採用になります。 

  （６ヶ月勤務し、その間、良好な成績で職務を遂行したと判断された場合、正式採用となります） 

基礎能力検査 

（６０分） 

文章読解能力、数的能力、 

推理判断能力、人文・社会・一般知識、基礎英語 

※経済や法律等の専門分野は出題しません 

事務能力検査 

（５０分） 

・間違いを発見する問題 

・氏名、数字を分類する問題 

・同意語、反意語を選ぶ問題 

・グラフを読み取る問題 

・記憶する問題 

適正検査 

（約３０分） 
・質問紙法による性格検査 
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試験会場の位置図 

 

能力試験会場： とかち館 

 

 

 

 

 

 

  

↓至 帯広駅 

住所 帯広市西７条南６丁目２ 

電話 ０１５５－２４－１０４０ 

帯広駅より    徒歩１５分 

車で ５分 

帯広空港より   車で３０分 

Google Map 
位置情報 
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試験申込書の入手方法 

 

申込手続き及び受付期間 

申込 

手続 

申込先 十勝町村会事務局（住所は表紙に記載）に提出してください。 

申込 

方法 

① 別添の試験申込書に必要事項をボールペンで自筆により記入し、指定の場所に写真

を貼り付けてください。 

※パソコン等で作成した物は不可。 ※消せるボールペンは不可。 

※写真はセロハンテープで貼り付けてください。 

② 直接持参の場合は、上記申込先に提出してください。 

郵送の場合は紛失を防ぐため、必ず簡易書留郵便で十勝町村会事務局に送付してく

ださい。 

封筒には「試験申込書在中」と記入してください。 

封筒の大きさは角２サイズ（２４０㎜×３３２㎜)を基本としますが、試験申込

書の写真及び受験票が折れなけれ

ば、大きさは問いません。 

※郵便局で手続きをする必要が 

あります。 

※受付時間は９時から１７時 

（土日・祝日を除く） 

※郵送の場合、受付終了日までの 

消印があるものに限り受理します。 

 

受験票について 

受験票の作成 

① こちらから受験票を送付します。 

② 受験票に用意されている写真欄に写真（４ｃｍ×３ｃｍ、裏面に氏名を記入したも

の）を必ず貼り、試験当日持参してください。 

※受験票が試験日３日前までに郵便物送付先の住所に届かなかった場合、直ちに十勝

町村会事務局まで問い合わせてください。 

また、試験当日に写真が貼られていない場合は受験できません。 

ホームページから 

プリントアウトする場合 

十勝町村会のＨＰに掲載の試験案内より、様式をプリントアウトしてくださ

い。試験申込書はＡ４サイズの用紙に両面印刷（長辺とじ）してください。 

片面印刷や、片面印刷の用紙をのり付けして両面にするなどした場合、受理し

ません。 

直接入手する場合 
十勝町村会事務局又は十勝総合振興局管内各町村役場にお越しください。 

受付時間：９時～１７時（土日・祝日を除く）※電話での請求には応じません。 
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一般的な勤務条件 

 

 給 与  

■初任給 一般行政 新卒（令和７年１月） 

        大学卒  ２２０，０００円    短大卒  ２０４，４００円 

        高校卒  １８８，０００円 

■昇給…通常の場合、年１回昇給します。 

 

 手 当  

■期末・勤勉手当 

※期末手当および勤勉手当は基準日（６月１日・１２月１日）以前の６箇月以内の 

在職期間によって支給割合は減算されます。 

区分 ６月期 １２月期 合計 

期末手当 １．２５月 １．２５月 ２．５０月 

勤勉手当 １．０５月 １．０５月 ２．１０月 

合計 ２．３０月 ２．３０月 ４．６０月 

  

■各種手当等 

住居手当 通勤手当 寒冷地手当 

賃貸アパート等に 

住む者に支給 

（額は町村により異なる） 

通勤距離に応じて支給 

（額は町村により異なる） 

１１月～３月に支給 

（額は町村により異なる） 

このほか、児童手当・扶養手当・時間外勤務手当・休日勤務手当などがあります。 

 

共済組合等への加入 

北海道市町村職員共済組合、北海道市町村職員福祉協会   ～ 町村・本人折半 

北海道市町村職員退職手当組合、地方公務員災害補償基金  ～ 町村全額負担 
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 休日・休暇  

 

■休日 

 完全週休２日制（土日祝） ※担当部署により異なります。 

  年末年始  ：：：６日（１２月２９日～１月３日） 

 

■休暇 

 年次有給休暇 ：１年間２０日 ※翌年に２０日を限度として繰越可能（上限４０日） 

          （採用年は月割で計算 ４月１日採用の場合 １５日） 

  夏季休暇   ：日数及び取得時期は町村によって異なります。 

  結婚休暇   ：連続する５日間 

  忌引休暇   ：７日（父母） ３日（祖父母） など 

※その他、育児休暇や病気休暇などがあります。 

 

 職員研修  

・新規採用職員研修 

 （町村長講話、地方自治とは、地方公務員とは、文書の取扱い、財務会計Ⅰ ほか） 

・３年目職員初級研修 

  （地方自治制度、地方公務員制度、法律の基礎知識、財務会計Ⅱ ほか） 

・５年目職員中級研修 

  （中堅職員の役割と責任、仕事の進め方、コミュニケーション、人間関係 ほか） 

・法務基礎研修 

・法務実務入門研修 

 

他にも、各町村での独自研修や十勝管内市町村広域研修などがあります。 
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十勝管内１８町村役場 連絡先一覧 

 

 

 

町村名 採用試験担当部署 郵便番号 住所 電話番号 

音更町 総務部：総務課：職員係 ０８０－０１９８ 河東郡音更町元町２番地 ０１５５－４２－２１１１ 

士幌町 総務課：職員厚生係 ０８０－１２９２ 河東郡士幌町字士幌２２５番地 ０１５６４－５－５２１１ 

上士幌町 総務課：職員担当 ０８０－１４９２ 
河東郡上士幌町字上士幌 

東３線２３８番地 
０１５６４－２－２１１１ 

鹿追町 総務課：職員係 ０８１－０２９２ 
河東郡鹿追町東町１丁目 

１５番地１ 
０１５６－６６－２３１１ 

新得町 総務課：職員係 ０８１－８５０１ 
上川郡新得町３条南４丁目 

２６番地 
０１５６－６４－５１１１ 

清水町 総務課：総務係 ０８９－０１９２ 
上川郡清水町南４条２丁目 

２番地 
０１５６－６２－２１１１ 

芽室町 総務課：総務係 ０８２－８６５１ 
河西郡芽室町東２条２丁目 

１４番地 
０１５５－６２－９７２０ 

中札内村 
総務課総務グループ 

職員採用担当 
０８９－１３９２ 

河西郡中札内村東１条南１丁目 

２番地１ 
０１５５－６７－２３１１ 

更別村 総務課：庶務係 ０８９－１５９５ 
河西郡更別村字更別南１線 

９３番地 
０１５５－５２－２１１１ 

大樹町 総務課：総務係 ０８９－２１９５ 広尾郡大樹町東本通３３番地 ０１５５８－６－２１１１ 

広尾町 総務課：総務係 ０８９－２６９２ 
広尾郡広尾町西４条７丁目 

１番地１ 
０１５５８－２－０１７５ 

幕別町 総務課：総務係 ０８９－０６９２ 中川郡幕別町本町１３０番地１ ０１５５－５４－６６０８ 

池田町 総務課：職員係 ０８３－８６５０ 
中川郡池田町西１条７丁目 

１１番地 
０１５－５７２－３１１１ 

豊頃町 総務課：総務係 ０８９－５３９２ 
中川郡豊頃町茂岩本町 

１２５番地 
０１５－５７４－２２１１ 

本別町 総務課：職員厚生担当 ０８９－３３９２ 中川郡本別町北２丁目４番地１ ０１５６－２２－８１２０ 

足寄町 総務課：職員担当 ０８９－３７９７ 
足寄郡足寄町北１条４丁目 

４８番地１ 
０１５６－２５－２１４１ 

陸別町 総務課：総務担当 ０８９－４３１１ 
足寄郡陸別町字陸別東１条 

３丁目１番地 
０１５６－２７－２１４１ 

浦幌町 総務課：職員係 ０８９－５６９２ 十勝郡浦幌町字桜町１５番地６ ０１５－５７６－２１１１ 
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